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調査の概要 

調査期間：2013年1月31日（木）～2月18日（月） 

調査内容：・行政との関わり 

     ・情報公開制度 

     ・環境に関する訴えについて 

調査方法：ンターネット調査 

    （ンターネット調査サービスSurveyMonkeyを利用） 

調査対象：全国の環境事業を行っている非営利活動法人等 

回収数：533/3,516 (回収率:15.2%) 
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  アンケート結果 
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団体の活動について 

3 
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17.6%

20.2%

12.2%

賃貸

自宅

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

団体の活動について（1） 

4 

53.7%

7.5%

34.9%

3.9%

NPO法人

NPO法人以外の法人

任意団体

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

組織形態 事務所形態 

※単一回答 

N=533 

※単一回答 

N=533 
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団体の活動について（2） 

5 

N=533 
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46.8%

40.4%

37.9%

29.6%

24.2%

22.2%

22.1%

17.8%

15.7%

14.5%

14.5%

14.1%

13.3%

9.9%

5.6%

2.3%

1.5%

1.5%

1.4%

1.2%

1.2%

1.0%

1.0%

0.4%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

環境教育（学校との協力等）

自然環境の保護・再生・創出（里地、里山、里海等）

持続可能な地域環境・まちづくり

限定せず環境保全全般

その他

地球温暖化防止

森林保全・緑化（熱帯雨林除く）

ごみ減量化・、リサクル対策

環境保全型の消費・生活の推進

河川、湖沼の水質保全

環境活動の支援（中間支援組織）

再生可能エネルギー普及、原子力エネルギー問題

政策提言・ゕドボカシー

野生生物保護、密輸対策

土壌環境保全・回復

大気保全（地球規模除く）

砂漠化防止

開発途上国の公害対策

フロンガス対策・オゾン層保護

有害廃棄物・産業廃棄物対策

ISO/エコゕクション等の認証支援

熱帯雨林保護〃再生

有害化学物質対策

騒音・振動防止

酸性雨防止

団体の活動について（3） 
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N=517 

活動分野 
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44.5%

32.3%

16.2%

7.0%

事務所のある市町村

事務所のある都道府県

全域

日本国内全域

海外

0.0% 25.0% 50.0%

0.4%

4.8%

7.4%

25.5%

42.2%

19.7%

１年未満

１～３年未満

３～５年未満

５～10年未満

10～20年未満

20年以上

0.0% 25.0% 50.0%

団体の活動について（4） 

7 

活動対象地域 活動年数 

※単一回答 

N=517 N=517 

※単一回答 
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50.3%

11.8%

31.5%

33.7%

30.4%

26.9%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

会費

寄付

行政からの助成金/補助金

民間からの助成金/補助金

事業収益

その他

団体の活動について（5） 

8 

主な収入源は何ですか。（上位２つをお答えください） 

N=517 

※複数回答 
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行政との関わり 

9 
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行政との関わり(1) ①助成金/補助金 

10 

行政から助成金/補助金の交付を受けたことはありますか。 

N=517 

ある, 66.3%

ない, 33.7%
ある

ない

N=516 
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21.3%

38.5%

35.6%

11.4%

11.0%

国

都道府県

市町村

地球環境基金

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

行政との関わり(2) ①助成金/補助金 

11 

助成金/補助金はどこからもらいましたか。 
（（1）「ある」の回答のみ集計） 

N=342 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・セブン-レブンみどりの基金 
・日立環境財団 
・藤本倫子環境保全活動助成基金 
・大阪コミュニテゖ財団 
・あいちモリコロ基金 
・ゆうちょ・JICAボランテゖゕ基金 
・日本経団連自然保護基金 
・子どもゆめ基金 
・三井物産環境基金 
・都市緑化基金 
・カメ社会教育振興財団 
・瀬戸内オリーブ基金 
・福武教育文化振興財団 
・エフコープ生活協同組合 
・国土緑化推進機構 

他 
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30.6%

29.3%

60.2%

48.1%

25.6%

39.5%

16.7%

申請手続が煩雑、わかりにく

い

交付まで時間がかかる

使用可能な費目が限定されて

いる

使用可能な費目内での用途の

変更など柔軟性が少ない

助成金/補助金の金額が少な

い

支払手続き、報告が煩雑

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

行政との関わり(3) ①助成金/補助金 

12 

助成金/補助金の仕組みで改善して欲しいと思うことはありますか。 
（（1）「ある」の回答のみ集計） 

N=324 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・目的によってはハード面での資金も必要と
思います。 
・補助金公募から申し込み締め切りまでの期
間が短すぎる。 
・支援が短期である（地道な活動に対する長
期的な支援を要望） 
・精算払いは自己資金の確保が難しい。 
・単年度予算のため、使用が7月以降となり、
4月から6月までの業務に使用できない。 
・地方自治体では縁故など不公平や男女差別
が見受けられる。 
・地球環境基金の助成はスタッフの人件費が
つけられない。 
・採択否決基準で「実績がない」はおかしい。 
・必要経費全額ではなく、２分の一とかの制
限がある。 
・単年度が多く継続性がない。 
・行政の場合3月末までに実績報告をださな
ければならない。 

他 
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ある, 42.9%

ない, 57.1%

ある

ない

行政との関わり(4) ②委託業務/請負業務等 

13 

行政の委託業務/請負業務、公共施設の指定管理等の事業を行ったことはありますか。 

N=511 
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16.0%

24.2%

49.3%

2.7%

7.8%

国

都道府県

市町村

外郭団体

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

行政との関わり(5) ②委託業務/請負業務等 

14 

どこの事業を受託しましたか。 
（（4）「ある」の回答のみ集計） 

N=219 

※単一回答 
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16.9%

5.9%

4.1%

13.7%

28.3%

契約に至る手続・条件が煩雑であった

り、柔軟性に欠ける

競争入札であり価格のみが重視され、

ＮＧＯの専門性等が評価されない

仕様書が形式的で柔軟性に欠け、業務

にNGOの強みを活かせない

契約期間か゛短く（1年契約など）、

すぐ次の入札になるため、腰を据えた

事業実施、運営ができない

人件費等が安く見積もられ、業務に見

合った対価が支払われない

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

行政との関わり(6) ②委託業務/請負業務等 

15 

現在の委託等の仕組みには、どのような問題点があると思いますか。 
（（4）「ある」の回答のみ集計） 

N=219 

※単一回答 

その他の記入例 
 

・活動量を考慮していない。 
・会の高齢化等に伴い、活動の実施から運営
まで行政にまかせきりになっている。 
・県の担当者が毎年変わり、その都度方向性
も変わり戸惑うこともある。金額が毎年カッ
トされている。 
・先見性が無い。 
・委託の事業を多くしてＮＰＯが自立出来る
ようにして欲しい。 
・計画段階より協議を行い、問題は無い。 
・受託後に仕様書にない業務が増える。 
・雇用創出事業であり、雇用が1年しかでき
ない。 
・契約に至る手続・条件が煩雑のほか報告と
評価、さらに翌年度までの税務処理が業務が
派生する。 
・類似業務の実績が重視され、新しい取り組
みが採用されにくい。 

他 
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6.5%

2.4%

6.1%

1.6%

16.7%

15.5%

16.3%

28.0%

7.1%

0.0% 25.0% 50.0%

法制度・条例制度の策定・改廃

行政指導の実施、取締まり等

事業・計画の中止、変更

情報の公開

自団体の事業への協力（助成金、分担金の依頼、

職員の講師派遣、公的施設の利用など）

広報への協力、後援

事業の協働での実施

ない

その他

行政との関わり(7) ③行政への要望 

16 

自らの活動の中で行政に対する要望を出したことがありましたか。 
それは、どのような要望でしたか。 

N=510 ※単一回答 

その他の記入例 
 

・適正な人件費の補助。 
・法制度の制定、自団体への協力、広報協力
など。 
・どれだけ要望を出しても、却下され、問題
も伏せられた。 
・都道府県の施策についての提言・協議。 
・松枯れ防止の徹底、空中散布中止要望、松
脂採取松群の戦争遺跡の要望。 
・水生生物調査のための排水ポンプ停止。 
・県・市に対して河川の廃棄ゴミの処理を要
望。 
・屋敷林等の保全に対する行政の支援要請の
提言。 
・行政と市民活動団体との協働。市民団体活
動やその成果の活用。 
・林業活性化の為、木質ペレット拡販推進の
提案。 
・環境影響評価条例の技術指針改定運動。 

他 
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75.8%

10.0%

1.4%

7.5%

10.8%

4.4%

20.8%

20.0%

30.3%

29.7%

1.4%

0.0% 50.0% 100.0%

行政の窓口・担当部署訪問、相談

陳情

請願（国会）

国会議員への働きかけ（国会での取り上げなど）

地方議会の働きかけ（地方議会での取り上げなど）

地域有力者を経由した働きかけ

パブリック・コメント（意見書）の提出

協議会への参加

意見交換会/説明会への参加

政策提言・提案の提出

訴訟

行政との関わり(8) ③行政への要望 

17 

どのような方法で上記の要望を出しましたか。 

N=360 

※複数回答 
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ある, 46.9%

ない, 53.1%

ある

ない

行政との関わり(9) ④参加手続の活用 

18 

パブリック・コメント、意見書、提案・提言書等、行政が呼びかけた手続に 
参加したことがありますか。 

N=507 
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行政との関わり(10) ④参加手続の活用 

19 

どの程度、参加の機会を活用していますか。 
（（9）「ある」の回答のみ集計） 

7.4%

44.2%

35.9%

7.4%

5.2%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

関係分野についてはあらゆる機会で参加

している

関係分野についてはできる限りの機会に

参加に努めている

関係分野については効果的な機会に絞っ

て参加している

参加が広く一般に求められた時だけ参加

参加を求められない場合も提言などによ

り能動的に参加 N=231 

※単一回答 
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53.9%

29.3%

47.0%

31.0%

44.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

パブリック・コメント

パブリック・コメント以外で、行

政が呼びかけた意見書募集

提案・提言書の提出（例：協働事

業提案、政策提言）

要望書

協議会等

行政との関わり(11) ④参加手続の活用 

20 

どの方式のものに参加したことがありますか。 
（（9）「ある」の回答のみ集計） 

N=232 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・説明会・市民意見交換会。 
・行政からの依頼。 
・都市再生法人への登録。 
・行政との協働事業の中で協議会づくりを勧
める等。 
・計画の策定委員会メンバーとして参加。 
・ワークショップの参加。 
・請願書の提出と採択。 
・環境基本計画策定の委員会に参加。 
・N市地域委員会委員となった。 
・市内小中学校環境学習モデル校発表会への
オブザーバー参加など。 
・市民の意見を聴く会での公述。 
 

他 



2013 “Environmental Partnership Council” all rights reserved. 

69.6%

20.7%

17.6%

15.9%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

各種の計画（環境基本

計画等）

個別の開発行為

規制立案など開発行為

以外の個別の施策

その他

行政との関わり(12) ④参加手続の活用 

21 

どのような内容に関する参加でしたか。 
（（9）「ある」の回答のみ集計） 

N=227 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・まちづくり計画。 
・廃止スキー場の植生回復調査。 
・環境問題に関する活動実態調査。 
・助成金制度に関すること。 
・中心市街地の再開発支援。 
・都道府県下の分野別課題の集約とその解決
に向けた要望。 
・災害廃棄物処分場改善。 
・二重行政を排した地域再生への政策提言。 
・災害防止を意図する啓発計画に関する事項。 
・市内小中１２校の年間環境学習モデル校指
定に基づき各学校ごとに地域環境の特性や学
年別のテーマをもとに年間の活動結果を報告
会議にオブザーバーで参加した。 
・総合計画の素案作り。 
・不登校、教育政策にかかわる政策。 
 

他 
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33.3%

11.0%

21.9%

14.8%

4.2%

1.7%

21.5%

16.5%

15.2%

40.1%

0.0% 25.0% 50.0%

意見募集に関する広報（時期、方式等）が不十分

必要な行政資料が公表されていない

行政資料が分かりにくい

行政資料を入手しにくい

ンターネットからの入手ができない

ンターネットからしか入手ができない

回答のために必要な時間が十分に確保されていない

意見募集の実施の時期が遅すぎる

意見募集の内容が恣意的、誘導的

特にない

行政との関わり(13) ④参加手続の活用 

22 

 意見書等を出す際に、困ったことはありますか。 
（（9）「ある」の回答のみ集計） 

N=237 

※複数回答 
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27.0%

27.4%

37.1%

34.6%

0.0% 25.0% 50.0%

ンターネット等に、提出された意見の概

要、それに対する行政の見解が掲載された

行政から、直接問い合わせ・回答があったこ

とがある

提出した意見が反映されたことがある

提出した意見になんらかのフゖードバックが

あったと感じたことはない

行政との関わり(14) ④参加手続の活用 

23 

提出した意見書に対し、行政から何らかのフゖードバックはありましたか。 
（（9）「ある」の回答のみ集計） 

N=237 

※複数回答 
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ある, 25.2%

ない, 74.8%

ある

ない

行政との関わり(15) ④参加手続の活用 

24 

公聴会等で意見を述べたことがありますか。 

N=234 
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ある, 52.1%

ない, 47.9%
ある

ない

行政との関わり(16) ④参加手続の活用 

25 

行政が主催するワークショップに参加したことはありますか。 

N=234 
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ある, 35.1%

ない, 64.9%

ある

ない

行政との関わり(17) ④参加手続の活用 

26 

審議会に環境団体の代表（団体枠）として参加したことがありますか。 

N=231 
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13.6%

86.4%

0.0%

0.0% 50.0% 100.0%

公募に応募した

行政から直接声がかかった

環境団体同士で調整した

行政との関わり(18) ④参加手続の活用 

27 

どのような経緯で参加しましたか？ 

N=81 

※単一回答 
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ある, 32.3%

ない, 67.7%

ある

ない

行政との関わり(19) ⑤協議会 

28 

協議会に環境団体の代表（団体枠）として参加したことがありますか。 

N=226 
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行政との関わり(20) ⑤協議会-1 

29 

 参加した協議会の名称と感想（自由記述）をお書きください。 

・A推進協議会 
⇒事務局を担う民間団体がどこになるかで、協議会のあり方が左右される。 
 
・B運営協議会 
⇒自分たちが関わるフゖールドに限らず、様々なフゖールドについての知識が得られ、問題解決
を協力しあえるつながりもできて有意義。 
 
・C基本計画 
⇒市民の意見は聞くだけで終わり、要は行政の決めたことで運営されるとつくづく感じた。 
 
・D推進協議会 
⇒行政、事業者、市民の協働の関係に寄与したことは評価している。 
 
・E推進協議会 
⇒効果の重点指向がない、やりやすい効果の無いことを永遠に続けている。手のかかる効果ある
ことをやりたがらない。 
 
・F協議会 
⇒会議中一言も話さない委員ばかりで、行政の用意した資料に賛成。行政の姿勢が悪いと思う。 

※回答の一部のみ記載 N＝64 
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行政との関わり(20) ⑤協議会-2 

30 

・G地球温暖化対策地域協議会 
⇒市町村の代表が集まっており形式的な協議会の印象が強い。 
 
・H環境基本計画推進会議 
⇒会議ばかりが多く、具体的企画・計画の立案能力に欠ける。 
 
・I推進連絡協議会 
⇒協議会の意義は大きかったが、現在は協議会の終了のタミング（地域にうまく引き継いでい
く）が課題。 
 
・Jアメニティ推進協議会 
⇒やっている内容は有効な活動も多いが、協議会で意見を言ってもあまり反映されていない。 
 
・K山運営協議会 
⇒新しい試みとして、市民、指定管理者と行政の3者で構成、うまく進んでいる。 
 
・L森林審議会 
⇒行政手続きのプロセスのため役割が大きいと思った。 
 
・M地球温暖化対策推進協議会 
⇒これまで数回開催されたが、提案・意見が少しも具体化されず、PDCAを回すといっているが、
行政がPDCAの進め方を理解しているか不安を感じている 
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情報公開制度について 
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知っている, 

87.7%

知らない, 

12.3%

知っている

知らない

情報公開制度について（1） 

32 

国や地方自治体の情報公開制度があることを知っていますか。 

N=497 
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ある, 10.9%

ない, 89.1%

ある

ない

情報公開制度について（2） 

33 

情報公開制度を使ったことがありますか。 

N=442 
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22.0%

50.0%

8.0%

20.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

１回

２～５回

６～１０回

１１回以上

情報公開制度について（3） 

34 

何回ぐらい使いましたか。 
（（2）「ある」の回答のみ集計） 

N=50 

※単一回答 
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情報公開制度について（4） 

35 

どのような情報を得るために使いましたか。 
（ （2） 「ある」の回答のみ集計） 

・公共施設のエネルギー使用料の把握、学校における環境教育の実施状況の把握など。 
・大規模な自然破壊を伴う公共事業に関する、基本設計などの関連情報。 
・○○基盤整備事業の計画。 
・ゴルフ場開発に関する情報。 
・私達のNPOが取り組んでいる内容や、国・都道府県・市の環境政策や施策などを知る時などに。 
・再生可能エネルギー関係。風力エネルギー腑存量、バオマス関連。 
・里山の整備状況、歴史的価値、観光開発。 
・事業計画の詳細や事業者の実績、施策の実施状況など多数。 
・NPO立ち上げ、及び継続についての情報。 
・消費者問題の行政の政策について。 
・絶滅危惧種生物の宮城県内資料。 
・行政が施策を行うにあたり内部規則や規約など、会議の議事録など。 
・財務省・輸入差止（密輸）の経年変化、条約に関する省庁間協議。 
・原子力企業による多額の不明な寄付金。 
・自団体の活動に影響を与えうる他団体と行政との協定事項の内容確認。 
・ダム建設の検証、河川敷地占用許可準則の見直しについて。 

他 
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29.2%

8.3%

62.5%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

得られた

得られなかった

得られたこともあるし、得られなかっ

たこともある

情報公開制度について（5） 

36 

情報公開で必要な情報は得られましたか。 

N=29 

※単一回答 



2013 “Environmental Partnership Council” all rights reserved. 

13.8%

34.5%

34.5%

17.2%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

目当ての文書が存在しなかっ

た

目当ての文書は存在したが、

期待した記載がなかった

目当ての文書は存在したが、

黒塗り部分があり、部分的に

しか開示されなかった

その他

情報公開制度について（6） 

37 

「得られなかった」の場合には、その理由をお答えください。 

N=29 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・あるべき文書の一部が、存在しないと回答
された 
・民間企業がかかわる事業で、事業者に損害
を与える恐れが理由で公開されない情報があ
る。 
・寄付企業との約束により、公表できないと
のこと（数億円～１０億円に上る額）。 
 

他 
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情報公開制度について（7） 

38 

情報公開で改善すべき点と感じる点をお答えください。 

・情報開示基準が明確でなく、一貫性に欠けると思われる事例があった。 
・行政の持っている情報を市民にわかりやすく提供することが必要。情報公開を使う場合、公文書、資料等の
名称を市民が指定しなければ、なかなか出してくれない。 
・一般市民やＮＧＯが日常的な生活や活動のレベルで情報公開を試みるには費用と時間の限界が大きい。 
・苦労して入手しても、満足な情報も得られない場合が多く、パブコメも情報公開も労多くして得るものが余
りに少な過ぎる。パブコメについては、まず意見を受理した通知だけでも自動的に発信して欲しいし、パブコ
メの質問についても、余りに行政がまとめやすい側面ばかりで、市民にわかりやすく説明し、その意見を徴収
するという姿勢が欠けているように感じる。 
・情報公開についても一般市民には敷居が高く、特殊な知識や政治家などでないと、簡単にとれない事情なの
はやはりおかしいと思う。みんなが知りたいことをちゃんと知り、市民と行政に対等に意見や情報を交わし合
える社会になるといいと思う。 
・請求者を選別・差別している。（課長・係長・担当が雁首を揃えて、…何の目的でなどやたら色々質問が） 
・海外でのODA事業の情報公開は進んできたと考えているが、影響を受ける当該国や周辺国の住民に対する情
報公開はまだ不十分。 
・①手続きの簡略化、 ②そもそもの情報の所在が普通の人（専門家以外）にもわかるようにして欲しい（情
報の所在の公開）、 ③情報公開制度を適用しなくても、基本的に公開を前提として情報を扱う姿勢を持って
ほしい。 
・①ゕクセス（電子化）  ②レフゔレンス（知りたい情報の所在を案内）  ③フゔシリテート（情報の持つ意
味の解説）  ④パートナーシップ（情報の協働による生産）。 
・開示要件が厳しい、墨塗りが多く二度と求めることはしない。 

他 
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64.8%

12.8%

16.2%

12.3%

2.6%

10.7%

11.2%

11.7%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

特に情報公開で得たい情報がない

から

どのような情報が得られるか分か

らないから

具体的にどのような手続きを取れ

ばよいか分からないから

手続きが煩雑そうだから

費用がかかりそうだから

時間がかかりそうだから

手続きをとっても、情報が出てく

ると思えないから

その他

情報公開制度について（8） 

39 

どうして使ったことがないのですか。 
（（2）「ない」の回答のみ集計） 

N=383 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・情報開示請求をしても、纏めていないとな
かなか開示を了解しない。 
・制度を使わなくてもある程度の情報はもら
えるから。 
・行政の担当者に直接申し入れる。 
・活動等で必要な情報は、ネットか行政担当
に直接言えばだいたい手に入る。 
・行政側との関係が険悪になる恐れがある。 
・事務局担当者が議員。 
・行政に対して反抗的な行動をとると次回の
指定管理者選定に影響が出ると思うから。 
・国会議員の協力を得て「質問趣意書」を介
してゕプローチしている。 
・独自の入手ルートをもっているから。 
・現状は、行政機関から情報を求められたり
相談されたりしている。 
・既に国や区とつながっているため、知りた
いことは担当に直接聞くことができるため。 
 

他 
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環境に関する訴え（裁判）について 

40 
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ある, 5.7%

ない, 94.3%

ある

ない

環境に関する訴え（裁判）について（1） 

41 

貴団体では、行政に対して、環境に関する訴え（裁判）を起こすことを 
考えたことがありますか。 

N=494 
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起こさなかっ

た, 68.8%

起こした, 

31.3% 起こさなかった

起こした

環境に関する訴え（裁判）について（2） 

42 

実際に訴えを起こしましたか。 
（（1）で「ある」の回答のみ集計） 

N=32 
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5.0%

0.0%

30.0%

15.0%

5.0%

45.0%

15.0%

20.0%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

相談できる弁護士がいなかった

弁護士が引き受けてくれなかった

弁護士費用を工面できなかった

裁判を受けられる事案ではなかっ

た（例：原告になれない等）

裁判で勝てる見込みがない（低

かった）

行政との関係を考慮した

訴訟という発想自体がない

その他

環境に関する訴え（裁判）について（3） 

43 

訴訟を起こさなかった理由をお答えください。 
（（2）「起こさなかった」の回答のみ集計） 

N=20 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・個人ではなく地域の問題として区で、改善
のお願いをしている。 
・費用対効果。 
・強い圧力があって。 
・時期尚早。 
 

他 
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45.2%

6.8%

2.6%

3.1%

5.5%

41.9%

4.6%

7.0%

19.3%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

取り組んでいるのは、裁判によって解

決できる問題ではないから

訴訟をすると、行政との関係が悪化す

るから

訴訟をすると、助成金がもらえなくな

るかもしれないから

訴訟をすると、委託事業を受けにくく

なるから

訴訟で行政に勝てるとは思えないから

訴訟という発想自体がない

相談できる弁護士がいないから

弁護士の費用が高そうだから

その他

環境に関する訴え（裁判）について（4） 

44 

 裁判をすることを考えたことがない理由をお答えください。 
（（1）「ない」の回答のみ集計） 

N=456 

※複数回答 

その他の記入例 
 

・一つの団体ではなく多くの個人、団体の賛
同を得てからなら可能性がなくもないと考え
る。 
・活動において訴訟の必要性を感じない為。 
・裁判で時間を空費するより、担当部署と話
し合ったほうが早いし、理解も得られる。 
・現在は環境問題に対して100％後ろ向きな
行政はありえない。であれば、対立して戦う
より同じ方向を向いて協力しながら少しずつ
方向修正していったほうが時間も労力も費用
も少なくすむ。 
・行政も同じ立ち位置で考えてくれているの
に訴訟すること自体がおかしい。 
・持続的な資源循環型社会の構築をめざして
いるので、提案と対話が必要と思います。 
・行政裁判で行政が負けた例があまりに少な
いから。 
・陳情はしたが地域団体との軋轢が生じ、利
害関係に巻き込まれた。 

他 
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36.5%

13.5%

30.5%

19.5%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

訴訟費用・弁護士費用の

助成

経験ある弁護士の紹介

訴訟をした経験のある他

の団体とのネットワーク

による相談

その他

環境に関する訴え（裁判）について（5） 

45 

貴団体が活動上、訴訟を活用するとすれば、どのような支援が 
あればよいと思いますか。（（1）「ない」の回答のみ集計） 

N=400 

※単一回答 

その他の記入例 
 

・どのような場合訴訟が有効か説明会でもあ
ればよい。 
・必要な弁護士を育成する必要がある。 
・訴訟するよりも、いかに協働できるかを考
えて努力したほうがよい。 
・訴訟で環境がよくなるとも思えない。それ
にかける時間がもったいない。 
・ありえない。訴訟という手段が間違えてい
る。 
・弁護士の人に、会員になってもらい、当協
会の法的処理をボランテゕで手伝って欲し
い。 
・行政に対する訴訟も裁判員制度の対象にな
ればうれしい。 
・小さい町では訴訟と言うのは得策ではない。
話し合いで十分解決できる。 
・我らの団体は訴訟を必要とする活動をして
いない。 
・協働が確立しているため必要がない。 

他 
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環境政策全般について 

46 
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27.5%

12.2%

90.8%

37.6%

29.8%

13.3%

52.8%

63.3%

36.7%

6.9%

0.0% 50.0% 100.0%

リオ第１０原則

オーフス条約

市民参画

情報ゕクセス権

意思決定への参画権

司法ゕクセス権

団体訴訟

行政訴訟

ＥＰＯ（環境パートナーシップオフゖス）

オーフスネット

言葉について 

47 

以下のうち、ご存じのものをお答えください。 

N=436 

※複数回答 
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自由記述（1） 

48 

行政との環境パートナーシップの構築に当たり、どのような情報・支援が欲しいですか。 

・小規模な活動や団体であっても、いざ声を挙げたときに光を当てていただき、参画への道をバックゕップし
て頂ける支援を期待します。 
・広報活動の継続的支援協力。環境保護に興味があり、積極的に活動に参加しようと考える団体・企業等との
マッチング事業支援。 
・環境パートナーシップオフゖス（EPO）等を窓口として相談、情報、支援が欲しい。 
・支援ではなく、予算を一定額環境NPOに割り当てる施策が必要。 
・経済的な支援と同時に、行政側の環境に対する真摯な学習（それが支援につながる）。 
・計画段階からの情報の提供と協議の場を設けること。  これらに対する関連団体からの支援および協同。 
・資金的な支援に加え、協働のための行政の積極的な参加を期待する。 
・助成金や委託事業の獲得に得意な団体が多いが、実働が伴なっていないと思われる事があるので（予算実行
等）行政サドもきちんと対応してほしい。 
・行政とNPOが対等な立場で話し合える場がほしい。 
・行政の委託・助成は募集期間が短いので、適切な時期に情報を提供できるような仕組みを作って頂きたい。 
・行政がどのような環境パートナーシップを構築したい意志があるのかわからない。 
・行政には現場を体験して頂きたい。何が足りないのか、何が必要かなど肌で感じて施策に反映させて頂きた
い。そして、よりきめ細かな支援、寄り添った共同をお願いしたい。 
・企画段階からの情報提供。事業が開始されてから初めて詳しいことがわかるという状態はよくない。 
・担当窓口の所在一覧表。市政だよりを登録制のメールマガジンにし、希望選択性で隣接自治体や、他地域市
政情報も購読できるといいか。パブコメ募集情報：選択分野別にお知らせ。 
・環境行政の企画段階での情報提供が望ましい。 

他 
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自由記述（2） 

49 

オーフス条約パンフの感想をお聞かせ下さい。 

・日本がこの分野でいかに立ち遅れているかが分かった。 
・非常に判りやすい内容です。管理型最終処分場の問題など全国各地で問題となっているゴミ処分場の対策に
活かされるようになれば・・・。 
・当然の権利が、今まであまり周知されていなかったと思う。 
・日本における環境問題に対する行政の姿勢はまだまだ保守的であることが多く、また市民の声は届きにくい
ことが多い。市民や環境団体にこのような権利が得られるのは非常に大事なことだと思った。 
・わかりやすく、簡潔にまとめられている。一般市民への広報を、より多くの団体が連携して進めていく必要
がある。 
・今まで知らなかった。WHOのオタワ憲章のように、国民レベルで知らせる必要があると思います。もう少
し丁寧に読んでみます。 
・もっと分かりやすいパンフを住民に広く、配布し、認識を深めることが、大切。 
・環境を守るためには行政だけでなく、市民の声も大切です。またこの声を届けるのがNPOの仕事でもあると
思います。しかし現実にはNPOに十分な情報がないのも現実です。世界の自然を守っていく事為にオーフス条
約が大切であると思いました。 
・大変わかりやすい。カタカナ表記を減らし、日本語による説明が心がけられていることがよく伝わってきた。
環境問題に強い関心を持つ人も、一般の人も等しく理解することができる。実現へのゕクションについては、
あえて紹介されていないのは、自発性を重視してのことでしょうか。 
・日本も様々な分野で世界の基準について行かなければならないと感じました。一方で、私どもの活動地域は、
いわゆる「昔からの田舎社会」であるため、現段階では例え権利が認められていても、訴訟などの行動に移る
ことは難しいのではないかと感じました。 

他 


